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◎群馬県告示第２５２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和７年１１月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 渋川市赤城町北赤城山字小原峯１００７、１００８の１から１００８の１６まで、

１００８の１８から１００８の３３まで、１００８の３５から１００８の３９まで、１００８の４１から１０

０８の５５まで、１００８の５７、１００８の５９、１０１０の１、１０１０の４から１０１０の８まで、１

０１０の１０、１０１０の１３、１０１０の１４、１０１０の１７、１０１０の１８、１０１０の２０から１

０１０の２３まで、１０１０の２５から１０１０の２７まで、１０１０の３０から１０１０の３９まで、１０

１０の４２から１０１０の４４まで、１０１０の４６、１０１０の４７、赤城町深山字五郎入５３３の４、５

３３の５ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び渋川市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２５３号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。 

    令和７年１１月２１日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

病名 畜種 
患畜又は疑似
患畜の区 分 

発生頭数 発生年月日 発生場所 処置 

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 令和７年１１月４日 川場村 法令殺 

 

 

 

◎群馬県告示第２５４号 

■ 告  示 
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  河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県伊勢崎土木事務所において縦

覧に供する。 

  令和７年１１月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川広瀬川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和７年１１月２１日 

３ 廃川敷地等の位置 伊勢崎市茂呂町一丁目７８番１ 

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ３３００．００㎡ 

 

 

 

◎群馬県告示第２５５号 

  河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県太田土木事務所において縦覧

に供する。 

  令和７年１１月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川聖川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和７年１１月２１日 

３ 廃川敷地等の位置 太田市細谷町１４２７地先 

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ４１．６５㎡ 

 

 

 

 

 群馬県屋外広告物条例（昭和３９年群馬県条例第８１号。以下「条例」という。）第２６条第２項の規定により

命じようとする必要な措置について、当該措置を命ずべき者が令和７年１１月２６日までに当該措置を行わないと

きは、同条第３項の規定により自ら又はその命じた者若しくは委任した者において当該措置を行うので、同項ただ

し書の規定により公告する。 

  令和７年１１月２１日                                                                             

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 本件広告物等の種類、特徴及び数量 

 (1) 種類 建植広告物等 

 (2) 特徴 「株式会社桐生丸二織物センター」の文字あり 

 (3) 数量 １基 

２ 本件広告物等の設置場所 沼田市利根町砂川字下ノ平５７１ 

３ 当該措置を命ずべき者 本件広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者 

４ 当該措置の内容 本件広告物等を除却すること。 

■ 公  告 
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５ 当該措置を行うべき理由 条例第５条及び第１５条の規定に違反しているため。 

６ 本件に関する問合せ先 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課景

観形成係 電話０２７－２２６－３６５２ 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１１月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡明和町矢島８２５－１、８２６－１、８
２７－１、８３５－１、８３６－１、８３６－
３、８３７、８３８－１、８３８－３、８３８
－４、８３９－１、８３９－３、８３９－４、
８４３－１、８５０－１、８５２－１、８５３
－１、８５５－１、８５６－１、８５７－１、
８６４－１、８６５－１ 

長野県小諸市御幸町二丁目１番２０号 
株式会社ツルヤ 代表取締役 掛川健三 

２ 甘楽郡甘楽町大字金井字北金井２４８―１、２
５３－５、２５３－６、２４８―１先水の一部 

富岡市内匠２６４番地１ 
ホームランド企画株式会社 代表取締役 小林和
美 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１１月２１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字五料字橋本１６２－１、１６
２－３、１６３－１、１６３－６ 

佐波郡玉村町大字五料１６２－１ 
東毛清掃株式会社 代表取締役 大月宏明 
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